
県の行政サービスの利用者負担額や給付額のうち、利用者の
所得金額などにより算定されるものについて、結婚歴のない
ひとり親の方にも寡婦（夫）控除が適用されたものとみなし、
結婚歴の有無による差が生じないようにします。
県のほか、一部の市（※）でも実施しています。
※）平成28年 6月 1日現在、横浜市、川崎市、相模原市、平塚市、

藤沢市、小田原市、厚木市、大和市、伊勢原市、綾瀬市。

座間市子ども育成課

046－235－4823

平成 28年 6月
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